
令和８年度 北播磨地域づくり活動応援事業の募集について

 地域団体等による地域課題の解決や地域活性化を図る取組に対して、活動経費の一部を補助

する「北播磨地域づくり活動応援事業」を実施します。地域で活動されている団体や、高校生

の主体的な取組を応援するため、この補助制度を設けていますので、積極的にご活用ください。

なお、当事業は、兵庫県議会において「令和８年度当初予算案」が議決されることが前提と

なります。

１ 補助の要件・内容

一般枠 高校生ふるさと活性化事業

対象事業

下記①～③のいずれにも当てはまる事業

① 地域団体の企画力の強化、情報ネッ

トワーク機能の強化、又は組織基盤・事

務局機能の強化のための取組

② 他の地域団体のモデルとなる取組

③ 地域社会の共同利益の実現につなが

る取組

下記①～③のいずれにも当てはまる事業

① 地域資源・地域の魅力を発信する取組

② 地域資源を活用し、地域との連携・協

働・交流を図る取組

③ 課外活動として実施される取組

対象団体

自治会、婦人会、老人クラブ、子ども会、

まちづくり協議会等、地域活動に取り組ん

でいる団体（規約や代表者を決めている

こと）

北播磨地域の高等学校及び特別支援学

校(高等部)内に事務局を持つ高校生が主

体となったボランティアグループ、クラブ、

団体等

補助上限額

１回目：30 万円

２回目：20 万円

３回目：15 万円

20 万円

補助対象期間 令和８年４月１日（水）から令和９年２月 28 日（日）

※ 令和４年度から補助回数の上限（原則３回まで）を設けています。

２ 申込期間

令和８年３月下旬～４月上旬（予定）

※ 申込期間の詳細は、改めて、県民局ホームページでお知らせします。

３ 申込書の入手方法

（１）一 般 枠：https://web.pref.hyogo.lg.jp/nhk02/chiikidukuri2026.html

（２）高校生ふるさと活性化事業:https://web.pref.hyogo.lg.jp/nhk02/chiikidukuri_koukou2026.html

４ 補助の決定

一般枠
高校生ふるさと活性化事業

補助申込額 10万円超過 補助申込額 10万円以下

プレゼンテーション審査に
より審査会で決定

書面審査により審査会で決定 書面審査により審査会で決定

※ 審査会は５月下旬に実施予定

５ 問い合わせ先

  北播磨県民局 県民躍動室 県民課

  〒673-1431 加東市社字西柿 1075-2 TEL:0795-42-9516 FAX:0795-42-7535
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